
 

 

東

京

都

住

宅

基

本

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

案

） 

 

東

京

都

住

宅

基

本

条

例

（

平

成

十

八

年

東

京

都

条

例

第

百

六

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

目

次

中

「

第

四

章 

東

京

都

住

宅

政

策

審

議

会

（

第

二

十

条

・

第

二

十

一

条

）

」

を 

「

第

四

章 
東

京

都

住

宅

政

策

審

議

会

（

第

二

十

条

・

第

二

十

一

条

） 

 

第

五

章 

東

京

都

居

住

支

援

協

議

会

（

第

二

十

二

条

） 
 

 
 

 

」 

第

一

条

中

「

す

べ

て

」

を

「

全

て

」

に

、

「

良

好

な

」

を

「

安

全

か

つ

良

好

な

」

に

、

「

確

保

で

き

る

よ

う

に

」

を

「

確

保

す

る 

こ

と

に

よ

っ

て

、

適

切

な

居

住

を

得

る

権

利

の

完

全

な

実

現

を

促

進

」

に

改

め

る

。 

第

二

条

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。 

四 

住

宅

確

保

要

配

慮

者

等 
住

宅

確

保

要

配

慮

者

に

対

す

る

賃

貸

住

宅

の

供

給

の

促

進

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

九

年

法

律

第 

百

十

二

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

住

宅

確

保

要

配

慮

者

及

び

居

住

の

安

定

に

つ

い

て

特

別

の

配

慮

が

必

要

で

あ

る

と

知 

事

が

認

め

る

者

を

い

う

。 
 

第

三

条

中

第

三

項

を

第

七

項

と

し

、

第

二

項

を

第

六

項

と

し

、

同

条

第

一

項

の

次

に

次

の

四

項

を

加

え

る

。 

２ 

都

は

、

住

宅

に

関

す

る

施

策

の

実

施

に

当

た

っ

て

は

、

誰

一

人

取

り

残

さ

な

い

理

念

の

下

、

住

宅

確

保

要

配

慮

者

等

に

特

別

の

配

慮

を

行

う

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

３ 

都

は

、

都

民

が

年

齢

、

性

自

認

及

び

性

的

指

向

、

所

得

等

の

理

由

に

よ

り

孤

立

す

る

こ

と

な

く

支

え

合

い

、

持

続

可

能

な

居

住

を

実

現

す

る

ソ

ー

シ

ャ

ル

・

イ

ン

ク

ル

ー

ジ

ョ

ン

及

び

ソ

ー

シ

ャ

ル

・

ミ

ッ

ク

ス

の

考

え

方

に

立

っ

て

、

住

宅

に

関

す

る

施

策

を

実

施

す

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

４ 

都

は

、

住

宅

に

関

す

る

施

策

の

実

施

に

当

た

っ

て

は

、

防

災

、

環

境

、

健

康

保

持

及

び

民

間

住

宅

の

適

切

な

供

給

等

に

配

慮

す

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

５ 

都

は

、

都

民

や

住

宅

関

連

事

業

者

を

含

め

た

全

て

の

利

害

関

係

者

の

参

加

と

協

力

の

下

に

、

住

宅

に

関

す

る

施

策

を

実

施

す

る

に

改

め

る

。 



 

 

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

第

五

条

中

「

、

利

用

状

況

並

び

に

価

格

及

び

家

賃

」

を

「

並

び

に

利

用

状

況

、

価

格

及

び

家

賃

、

住

宅

確

保

要

配

慮

者

等

の

実

態

」

に

改

め

る

。 

 

第

七

条

第

三

項

中

「

建

替

え

等

に

よ

り

、

」

を

「

建

替

え

等

に

よ

る

」

に

改

め

、

「

活

用

」

の

下

に

「

を

促

進

す

る

と

と

も

に

、

都

営

住

宅

等

の

新

築

及

び

民

間

住

宅

の

活

用

」

を

加

え

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

７ 

都

は

、

必

要

に

応

じ

て

家

賃

補

助

等

の

施

策

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。 

第

八

条

中

「

地

震

」

を

「

災

害

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

一

条

中

「

に

よ

る

」

の

下

に

「

適

切

な

住

宅

の

供

給

等

に

係

る

」

を

加

え

る

。 

第

十

五

条

第

二

項

中

「

国

籍

」

の

下

に

「

、

性

自

認

及

び

性

的

指

向

」

を

加

え

る

。 

第

十

七

条

第

二

項

中

第

六

号

を

第

七

号

と

し

、

第

五

号

を

第

六

号

と

し

、

同

項

第

四

号

中

「

前

号

」

を

「

前

二

号

」

に

改

め

、

同

号

を

同

項

第

五

号

と

し

、

同

項

第

三

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。 

四 

住

宅

確

保

要

配

慮

者

等

に

対

す

る

賃

貸

住

宅

の

供

給

の

促

進

に

関

す

る

目

標 

第

十

七

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

６ 

知

事

は

、

東

京

都

住

宅

マ

ス

タ

ー

プ

ラ

ン

を

定

め

、

又

は

変

更

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

事

前

に

都

民

の

意

見

を

公

募

し

、

そ

の

意

見

を

尊

重

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

第

二

十

一

条

第

一

項

中

「

三

十

人

」

を

「

三

十

五

人

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。 

 

四 

都

民 

五

人

以

内 

 

第

四

章

の

次

に

次

の

一

章

を

加

え

る

。 

 
 

 

第

五

章 

東

京

都

居

住

支

援

協

議

会 

（

東

京

都

居

住

支

援

協

議

会

） 



 

 

第

二

十

二

条 

都

は

、

住

宅

関

連

事

業

者

、

居

住

支

援

法

人

や

居

住

支

援

に

取

り

組

む

団

体

等

（

以

下

「

居

住

支

援

法

人

等

」

と

い

う

。

）

と

連

携

し

て

、

住

宅

確

保

要

配

慮

者

等

の

賃

貸

住

宅

へ

の

円

滑

な

入

居

の

促

進

を

図

る

た

め

、

東

京

都

居

住

支

援

協

議

会

（

以

下

「

協

議

会

」

と

い

う

。

）

を

置

く

。 

２ 

協

議

会

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。 

 

一 

区

市

町

村

に

お

け

る

居

住

支

援

協

議

会

の

設

立

及

び

そ

の

活

動

を

支

援

す

る

こ

と

。 

 

二 

居

住

支

援

法

人

等

の

取

組

を

支

援

す

る

と

と

も

に

、

区

市

町

村

の

居

住

支

援

協

議

会

へ

の

参

画

を

促

進

す

る

こ

と

。 

 
 

 

附 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 

（

提

案

理

由

） 

 

住

宅

の

確

保

に

困

窮

す

る

低

所

得

者

等

の

適

切

な

居

住

の

確

保

に

向

け

て

的

確

に

対

処

す

る

た

め

、

都

の

行

う

住

宅

に

関

す

る

施

策

を

拡

充

し

、

東

京

都

居

住

支

援

協

議

会

の

機

能

強

化

を

図

る

必

要

が

あ

る

。 


